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2 都道府県健康増進計画改定ガイドラインについて  

（1）都道府県健康増進計画の内容充実の基本的な方向性  

1‥．地域の実情を踏まえた具体的な目標値の設定  

O「健康日本21」の代表目標項目を始めとして、地域の実情を踏まえた地域住民にわかり  
やすい目標値を提示。   
具体的には、内臓脂肪型肥満に着目し、糖尿病等の有病者・予備群の減少率、その達成  

に向けた健診・保健指導の実施率や運動、食生活、喫煙等に関する各目標を設定。  

2．関係者の役割分担・連携促進のための都道府県の総合調整機能の強化  

○ 都道府県の総合調整の下、関係者が協議して、健診・保健指導や普及啓発等の具体的  

施策に即し、医療保険者、市町村等の具体的な役割分担を明確化するとともに、関係者間   

の連携を促進。   
このため、都道府県が中心となって協議する場として、地域・職域連携推進協議会を開催  

（保険者間の調整・連携は保険者協議会を活用）。  

3．各主体の取組の進捗状況や目標の達成度の評価の徹底  

○ 各主体の健診・保健指導や普及啓発等の取組の進捗状況や目標の達成状況について、  
都道府県が中心となって定期的に状況を評価し、その後の取組等に反映。   



（2）都道府県健康増進計画に位置付ける目標項目  

基準指標   

‾Tl‾1▼「二‾1＝’■丁‾‾‾岬‾  

データソース  

ノ＝ノトプ］ム   l坦り」匂こ三L）古盲憤そ？：′白  都道府県健康・栄養調査  
する率   

野菜摂取量  都道府県健康・栄養調査  

朝食欠食率  都道府県健康・栄養調査  

日常生活における歩数  都道府県健康・栄養調査  

運動習慣のある者の割合  都道府県健康・栄養調査  

睡眠による休茸が不足している者の割合  都道府県健康・・栄養調査  

喫煙する者の割合  都道府県健康・栄養調査  
｝…Ⅶ¶‾m   

多量飲酒者の割合  都道府県健康戌養調査  

プロセス   普及啓発による知識  メタポリックシンドローーム（内臓脂肪症候群）の概念を知っている人の  
浸透率   割合   

アウトカム  内郷旨塀整肥嘩撞着∴  都道府県健康・栄養調査  健診デーータ  

自した生活智慣病恥∴…  
て 有満都予備約賊薄   都道府県健康・栄養調査  イ建診データ  

］  

ゝ 
領ゝF   

． 

都道府県健康・栄養調査  健診データ  

意血慮産轟備  雛  都道府県健康・栄養調査  健診データ  

マミや 健診データ  

灘韓稗着帯草中経定数キ 都道府県健康一束奉調査  健診データ  

高血圧撞着病  都道府県健康凍養調査   健診データ   
衷  

割旨中症者有病者め推定姐  都道府県健康増車調査  健診チータ  

メタポリッウシンドローム（内臓脂肪症候群）新規該当者の推定数  健診デー一夕  

暁尿病発症者の推定数  謬  

高血圧症発症者の推定数  ・  

高脂血症発症者の推定数  ～ 
宰                      m皿■】L叫Ⅶ 

巨【  

儲診・保健指導の実  都道府． 
績   

偲健指導実施率  都道府県健康・栄養調査  健診デ【タ  

医療機関受多  都道府県健康・栄養調査  レセプト  

璧塗埜至芸玉ヨ脚こ医倍数塑正化計画にも些置他姓予定但冒贋項目  
慧；≡－＝一員  

日頃の生活習  

慣  

境界領域期■有  
病期  



生活習慣病  基準指標  データソース   

発展段階  

アウトカム   疾患受療率   脳血管疾患受療率   患者調査（3年ごと）  

重症化・  虚血性心疾患受療率   患者調査（3年ごと）  
合併症  

合併症率   糖尿病による失明発症率   社会福祉行政業務報告  

糖尿病による人工透析新規導入率   日本透析医学会   

アウトカム   死亡率   脳卒中による死亡率   人口動態統計  

虚血性心疾患による死亡率   人口動態統計  

死亡  健康寿命   平均自立期間   都道府県生命表（5年ごと）   レセプト  

65歳、75歳平均自立期間   都道府県生命表（5年ごと）   レヒプト  

（平均寿命）   都道府県生命表（5年ごと）  

（65歳、75歳平均余命）   都道府県生命表（5年ごと）   

（参考）上記に含まれない「健康日本21」代表目標項目のうち、健康指標として都道府県健康増進計画に位置付けるもの  

基準指標  データソース   

がん   がん検診受診者数   国民生活基礎調査（3年ごと）   

こころの健康   自殺者数   人口動態統計   

歯の健康   8020の人数   歯科疾患実態調査   

4   



（3）18年度におけるすべての都道府県における準備作業  

『．各都道府県における地域の実態の把握  

0地域の実態を踏まえた目標の設定のための調査の実施（都道府県健康・栄養調査マニュアルの活用）   
■内臓脂肪型肥満に着目した糖尿病等の有病者・予備群数、健診受診率、保健指導実施率  

2．医療保険者、市町村等の関係者との連携体制づくり  

0保険者協議会の場等を活用した医療保険者との意見交換   

t市町村国保、健保組合、政管健保、共済組合等との問で、目標設定や保健師、管理栄養度  
等のマンパワ仰の育成・確保、民間事業者の活用等に関する意見交換   

0保健所を通じた市町村との連携強化   

巧20年度以降に市町村が担う健康増進事業（普及啓発、健康相談やがん検診等）の推進  

方策につし篭■ての意見交換  

3．20年鹿本格実施に向けた保健師、管理栄養士等のマンパワ勒の育成  

0国や医療保険者、関係団体等における研修盾聖僻連携澱洞㌔都道府県における研修体制の整備   

胃国や関係団体の本部等で礪増掴醜．バ沸脹露株尉距婚霊威偏成と、都道府県や団体の都道府  
連携確保   県支部等での地；酎′亨㌔ベルにお吉ゴ’る実践者育成の   



く参考〉メタポリツタシンドロ巨℡ム（内臓脂肪症候群）対策総合戦略事業（平成18年度）の概要  

厚生労働省  

○都道府県健康・栄養調査マニュアルの策定  

○都道府県健康増進計画改定ガイドライン（暫定版）の策定   

○保健師・管理栄養士等の資質向上に向けた研修ガイドラインの策定  

○保健師t管理栄養士等のリーダー研修会の実施  

0健診一保健指導プログラム（暫定版）の策定（委託基準を含む）  

○健診等結果の電子的管理のための標準仕様の策定  

＜補助対象事業＞  

0事業企画・評価委員会（仮称）の設置  

○事業実施計画策定及び評価   

・実施計画の策定（対象者、事業規模、実施体制など）   

・都道府県健康増進計画改定ガイドライン（暫定版）の評価   

・健診・保健指導プログラム（暫定版）の評価（委託基準を含む）  

＜その他補助事業＞  
○地域・職域連携推進協議会の設置・運営  

○研修計画の策定  

＜当該補助事業と連動して地方交付税措置（ヘルスアッププラン）を活用して県で実施する事業＞  

0保健師・管理栄養士等に対する研修の実施  

0都道府県健康・栄養調査の実施  
0都道府県健康増進計画の改定（地域・職域連携協推進議会）  

6   



3 標準的な健診劃保健指導プ田ダ吾ムに誓願環  

l．  
‖－標準的な健診保イ建指導ブロクラム僧版）のボr■    ．  

‾仙‾¶巾「  

iミキ；－  

．  

＿  

標準的な健診・保健指轟プ田グラム（暫定版）〔抜粋〕   

簑1旛健診二俣鮭指導担型念の転換   

策1章 新たな健診・保健指導の方向性  

第2革 新たな健診・保健指導の進め方（流れ）  

第3章 保健指導実施者が有すべき資質   

畳2嵐塵診   

第2幸 便診の内容  

第3章 保健指導対象者の選定と階層化  
第4章 健診の精度管理  
第5章 健診データ等の電子化  

第6章 健診の実施に関するアウトソmシング                                                        ＼  

「内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための保健指導を必要とする者を抽出する健診」と  

「結果を出す保健指導」を実施する。   

計画の作成→健診の実施、保健指導対象者の選定q階層化→保健指導→評価→次年度の計画の作  
成という一連の流れで行う。   

「健診・保健指導事業の企画・立案】評価能力」と「行動変容につながる保健指導能力」が必要である。   

内臓脂肪症候群の該当者■予備群を減少させるため、保健指導を必要とする者を的確に抽出するた  
めの健診項目、判定基準とする。   

内臓脂肪の蓄積を基本とし、リスク要因の数によって保健指導レベルを設定する。   

標準物質を使用した内部精度管理の実施及び外部精度管理調査を定期的に受けることにより、検査  

値の精度が保証されていることが必要である。  

健診機関等→医療保険者、医療保険者→医療保険者等、複数の経路で複雑に大量の情報肝やりたり  

が行われることから、電子的標準様式が設定されることが必要である。このことにより、デ叩・タの互換  

性が確保され、継続的に多くのデ」－タを蓄積することができ、医療保険者が行う健診山保健指導事業掛  

評価も容易になる（，   

利用者の利便性に配慮した健診を実施するなど対象者のニ”Ⅶズを踏まえた対応が可能となり、健診慄・  

受診率の向上が図られるm一方で、賢の低下に繋がることがないよう委託先における健診の覧を確保す  

ることが不可欠である。   

健診結果及び質問項目により階層化された対象者に、適・切な保健指導（「情報提供」、「動機づけ支  

援＿ヨ、「積極的支援」）を行う。   

利用者の利便性に配慮した保健指導を実施するなど、サ叩ビスの向上が図られる叩方で、覧の低1Tに  

繋がることがないよう委託先における保健指導の質を確保することが不可欠である。   

医療保険者は、電子化された健診・保健指導デ仙－タたレセプトを巽合し分析を行うことにより、健診【促  

倍指導事業の実施及び評価を行うことが可能となる．1  

そのため、医療保険者に所属する医師、保健師、管理栄養士等は健診・保健指導デ伽タと淳ノセブトから  

どの部分に焦点を絞って疾病予机下重症化予防を行うのが効果的かを検討することが必要であるり   

第3編頗腰脂凛  
今後も更に検討が必要 l  

第3葦 保健指導の実施   

策（，章  保健指導の実施に関するアウトソmシンク  

簑4鯨体制・基盤整備、鮭合評臓   

第3章 健診・保健指導の実施【評価のための  

デ鵬夕分析とデ【－←タ管理   

（別冊）0保健指導における学習教材集   さ 

ニ・ 
「⊂▼＝「：m：＿ぶ  

対象者が代謝等の身体のメカニズムと生活習慣の関係を理償  
するとともに、生活習慣の改善を自らが選択し、行動変容につな  

げるための保健指導を確実に行うための具体的な教材である。  



（別冊）保健指導における学習教材集  

行動変容のために具体的に何を  

どうすればよいかを選択できるた  

めの教材  

代謝等身体のメカニズムに関する  

知識を伝えるための教材  

対象者が自分の生活や身体の状況  
について現状を知るための教材  

「‾二‾‾   

無理なく内臓脂肪を減らすために  
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（2）保健指導担当者が有すべき資質  

医療保険者は、国が策定する特定健療診査等基本指針に即し、特定健康診査等実施計画を策定する。その際、保健師、管理米養士等は、その企画日立  
案に積極的に参画する。   

○医療関連デ椚夕等を分析し（医療費デⅦタ（レヒプト等）と健診データの突合分析等）、対象集団の健康課題を見出した上で、優先課題を選定できる。  
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！○選定された優先課題から目標設定ができ、事業計画が立てられる。またハイリスクアブロトⅣチとポヒュレm・ションアブロトwチの相乗効果をねらった事業計画を考えることがで  
きる0  

…○健診1保健指導に関する社会資源を活用しノた実施体制が構築できる。ノまた地域に必要な社会資源の開発ができる。  

○評価指標となるデ叩タの分析から、事業等の効果を評価でき、評価結果を次年度の企画・立案につなげることができる〔，   

○健診・保健指導を委託する場合には、費用対効果が高く、結果の出せる事業者を選択し、医療保険者として健診t保健指導の継続的な質の管理ができるよう、適切なモニうぞ  
リングや評価ができる 

○保健指導の質を確保するための研修企画、人材育成ができる。   

医療保険者自らまたはアウトナ畑シンク先において実際の保健指導に携わる保健師、管理栄養士等は、対象者に健診結果と生活習慣の関連をわか刃や  
すく説明し、確実に行動変容につながる保健指導を行う。   

○内臓脂肪症候群”検査ラー洲・ご）ト生活習慣との関連及び糖尿病等の予防に関連する最新の知見を十分に理解した皇で、対象者に健診結果を読み解き、それが意味する身体  

変化、またその生活習慣との関連をわかりやすく説明できる、1   

0健診結果や質問項目等で得た情報巨ライフスタイル、健康観など）から対象者のアセスメントができる   

○対象者の健療観を藷重しつ一っ、前向きな自己決定を促すたれ健診結果と自分の生活習慣を結びつけて考えることができるような説明を行った上で、どこをどのように改善  
すればよいのか具体的な方策を対象者と共に考え、行動変容につながる支援ができ嵐 

0対象者への保健指導レヘルごとにご上活習慣の改善状況の分析口許価を行い、そ巾結果からさらに効果的な尉建指導方法を創意工夫できるしノ   

○科学的ノ恨拠に基づいた道切な学習壬如才の開発ができ、封猛者の理解度に錮ブせて適切に使い分i‾ケることができる－。  
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4 人材育成のための研修体系等について  

∴∴＝ミ・ニざ・竺∴  

＜リーダー育成＞  

直垂毎逼療頭   

人材育成担当者、衛生部門の保健師・管理栄養士、   
国保部門の保健師・管理栄養士  

険中央会、健康保険組合連合会、   
社会保険庁・社会保険健康事業財団、共済組合  

弼蹄恕頭転換、健康保険組合都道府県  連合会 
、地方社会保険事務局・社会保険健康事業財団支  

囁会、。本看護協会、。本栄養士会、   
健康・体力づくり事業財団、全国保健センター連合会、   
全国市町村保健活動協議会、全国保健師長会  

・ 
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‾弓．国保部門と衛生部門の連携の必要性  
0 竺蒔習慣癖対策＿は、国保部門が行う健診8保健指導と、衛生部門が行うポピュ虹mションアブ田町チ  

2．国保部門闘衛生部門への保健師配置又は併任  
0 保健師は衛生部門に配置されているが、国保部門が行う健診n保健指導を担当する必要があること   

から、国保部門への配置∴晃は併任が必要である。  

3．保健師Å審のⅧ元化  

0 保健師のÅ樹育成の観点から、採用、人事異動のm売約な管理が望まれる。，  

私行改組織たしで考えられる射∋のパタⅧン  

（j）国保門衛生岬棒型、②分散配置型、③衛生引き受け型、④国保引き受け型  

5。都道府県にお虹一1℃義h保健師の国保部門、  

6，管理栄養士に笥㍍号軋   




